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別表⑤　コンピューター処理の主な業務と記録項目
業　務　名

住民記録
印鑑登録
戸籍および戸籍の附票
軽自動車税
個人住民税
固定資産税（土地･家屋）・都市計画税
収納管理
口座振替
老人医療
生活保護
児童手当
国民年金
国民健康保険
水道
図書館
選挙
介護保険
飼い犬登録
健康
就学援助
職員情報
ファミリー・サポート
母子・女性福祉資金
障がい者福祉
小学校児童・中学校生徒管理
雨水浸透ます
個人債権者登録
延長保育等利用料
消費者相談

別表⑦　住民基本台帳ネットワーク
システム本人確認情報更新処理件数
（平成16年4月から平成17年3月まで）
月 更新処理件数 一日当たり件数

H16年 4 月 6,881件 328件／日
H17年 5 月 3,791件 211件／日
H17年 6 月 3,962件 180件／日
H17年 7 月 3,737件 178件／日
H17年 8 月 4,083件 186件／日
H17年 9 月 3,776件 189件／日
H17年10月 3,340件 167件／日
H17年11月 3,841件 192件／日
H17年12月 3,825件 201件／日
H17年 1 月 3,095件 163件／日
H17年 2 月 3,567件 188件／日
H17年 3 月 8,949件 407件／日
合　計 52,847件 217件／日

別表⑥　平成16年6月以降に追加・変更された記録項目
【追加・変更】
戸籍 現在戸籍（戸籍番号、改製年月日、回復年

月日、記載者数、在籍者数、戸籍除区分、
戸籍異動区分、事件コード、事件発生年月
日、戸籍事項項目、個人番号、入籍年月日、
除籍年月日、性別、筆頭者区分、配偶者区
分、父の氏名、母の氏名、父母との続柄、
養父の氏名、養母の氏名、養父母との続柄、
個人除区分、身分事項項目、不受理申出を
する届出の種別、相手方の氏名、不受理申
出期間の開始年月日、不受理申出期間の失
効する年月日、失効の種類、不受理申出フ
ァイルを作成した年月日、禁治産者区分、
準禁治産者区分、破産宣告人区分、裁判所
通知区分、検察庁通知区分、胎児認知区分、
受理・処理伺い、保留）

戸籍の附票 附票（戸籍番号、個人番号、本籍、筆頭者
氏名、構成員氏名、生年月日、最新住所地、
住定日、記載事由）

延長保育等利用料 児童（氏名〈漢字、フリガナ〉、生年月日、
性別、入園年月日、利用施設名称、保育料
金、延長保育支払情報、送迎支払情報、食
事支払情報、一時保育対象施設情報、世帯
コード、児童コード、カードＩＤ、登録年
月日）、保護者（氏名〈漢字、フリガナ〉、
続柄、郵便番号、住所、電話番号）、その
他連絡者（氏名〈漢字、フリガナ〉、続柄、
電話番号、連絡先名称、備考）、利用実績
情報（実績年月日、登園時間、降園時間、
一時保育施設コード、キャンセル区分、キ
ャンセル受付年月日、キャンセル料金、保
育料金合計、欠席区分、延長保育支払コー
ド、食事支払コード、送迎支払コード、調
整料金、利用年月日、延長保育時間、食事
料金、利用料金合計）、課金情報（納付書
引落料金、口座引落料金）

消費者相談 受付情報（センターコード、年度、受付番
号、受付日、受付方法、相談種別、経由、
危害・危険、相談者〈氏名、県コード、住
所、電話番号、年齢、性別、職業〉、契約
当事者〈氏名、電話番号、年齢、性別、職
業、関係〉、相談内容）、処理結果情報（完
結日、処理結果、解決内容、処理結果概
要）

厳
し
い
制
限
を
設
け

適
正
に
管
理
し
て
い
ま
す

今
日
、
市
の
業
務
の
効
率
的
な
執

行
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
欠
か
せ
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
扱
わ
れ
る
情
報

が
万
一
漏
出
し
た
り
、
不
適
切
に
利

用
さ
れ
た
り
す
れ
ば
、
市
民
の
み
な

さ
ん
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
三
鷹
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」

で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
個
人
情

報
を
記
録
す
る
場
合
に
は
、
規
則
の

別
表
と
し
て
記
録
項
目
と
定
め
る
と

と
も
に
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に

報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第

８
条
）、
個
人
情
報
を
処
理
す
る
市

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
法
令
に
定
め

が
あ
る
も
の
、
同
委
員
会
の
意
見
を

聴
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

も
の
以
外
は
、
他
団
体
（
国
や
地
方

自
治
体
な
ど
の
公
共
団
体
も
含
ま
れ

ま
す
）
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
接
続

し
な
い
、
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

を
接
続
し
て
行
う
個
人
情
報
の
処
理

状
況
を
毎
年
１
回
以
上
、
同
委
員
会

に
報
告
、
公
表
す
る
こ
と
（
第
12
条
）

な
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
さ
れ

る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

特
に
厳
し
い
制
限
を
設
け
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理

の
明
示
や
広
報
へ
の
掲
載
も
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
の

個
人
情
報
記
録
項
目

平
成
17
年
６
月
現
在
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
に
よ
っ
て
個
人
情
報
を
処
理

し
て
い
る
主
な
業
務
と
そ
の
記
録
項

目
は
別
表
⑤
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
平
成
16
年
６
月
以
降
に
新

た
に
加
わ
っ
た
記
録
項
目
は
、
別
表

⑥
の
と
お
り
で
す
。

※
三
鷹
市
個
人
情
報
保
護
条
例
お

よ
び
同
施
行
規
則
（
別
表
と
し
て
個

人
情
報
記
録
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。）
の
全
文
は
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か

ら
参
照
で
き
ま
す
。
（http://

www.gikai.city.m
itaka.tokyo

.jp/d1w_reiki/reiki.htm
l

）

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

（IS
M
S

）
の
整
備
と
運
用

個
人
情
報
を
含
む
三
鷹
市
が
保
有

す
る
情
報
の
適
切
な
管
理
に
努
め
て

い
ま
す
。
平
成
16
年
１
月
、
企
画
部

情
報
推
進
室
お
よ
び
市
民
部
市
民
課

の
業
務
を
対
象
と
し
て
、BS

７
７

９
９
―
２
お
よ
びISM

Sver.

2.0
と

い
う
２
つ
の
規
格
の
認
証
を
取
得
し

ま
し
た
。
平
成
16
年
度
に
は
こ
の
対

象
範
囲
の
拡
大
を
図
り
、
平
成
17
年

１
月
に
市
民
部
市
民
税
課
、
資
産
税

課
、
納
税
課
お
よ
び
保
険
課
の
４
課

の
追
加
認
証
を
受
け
ま
し
た
。

今
後
も
「
三
鷹
市
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
基
本
方
針
」
を
は
じ
め
、

ISM
S

関
連
の
規
程
を
遵
守
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
運
用
状
況
を
定
期
的

に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
の
継
続
的
な
改
善
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

e

情
報
推
進
室
1
内
線
２
１
４
１

主な記録項目

住所、氏名、生年月日
印影、登録番号
氏名、本籍、生年月日
定置場、標識番号
総所得、年税額
評価額、所在地番
年税額、収入金額
口座番号、通知書番号
保険種別、被保険者氏名
世帯員氏名、生活扶助金額
申請日、支払額
資格種別区分、収納保険料額
被保険者記号番号､決定税額
使用水量、水道料金
氏名、登録番号
氏名、投票区
氏名、資格取得
登録年度、飼い主氏名、犬名
氏名、受診年月日
児童・生徒氏名、在籍学校
職員氏名、所属
会員氏名、会員種別
貸付区分、氏名、貸付金額
氏名、障がい名、手帳管理
児童・生徒氏名、住所
設置住所、所有者名
氏名、金融機関名
児童氏名、利用施設名称
相談種別、相談者氏名、相談内容

順
調
に
運
用
さ
れ
て
い
ま
す

平
成
14
年
８
月
に
第
１
次
サ
ー
ビ
ス
、
平
成
15
年
８
月
に
第
２

次
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
の
基

本
４
情
報
と
住
民
票
コ
ー
ド
と
変
更
情
報
（「
本
人
確
認
情
報
」
と

い
い
ま
す
）
を
専
用
の
通
信
回
線
を
利
用
し
て
、
東
京
都
の
住
民
基

本
台
帳
用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
送
信
し
て
い
ま
す
。

平
成
16
年
度
中
の
本
人
確
認
情
報
の
更
新
処
理
件
数
は
、
１
日

平
均
約
217
件
程
度
（
詳
細
は
別
表
⑦
の
と
お
り
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。第

２
次
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
に
よ
り
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交

付
や
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
平
成
16
年
１
月
29
日
か
ら
は
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
も
開
始
さ
れ
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
へ
の
電
子
証
明
書
の
格
納

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
電
子
証
明
書
は
、
専
用
の
電
子
回

線
を
使
用
し
て
東
京
都
知
事
が
発
行
す
る
も
の
で
す
。
開
始
以
来
の

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
発
行
件
数
な
ど

は
別
表
⑧
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
市
で
は
「
個
人
情
報
保
護

条
例
」
を
は
じ
め
、「
住
民
基
本
台
帳
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
基
準
」、「
同
シ
ス
テ
ム
障
害
対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル
」、「
同
シ
ス
テ
ム
不
正
ア

ク
セ
ス
行
為
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基

づ
き
、
厳
格
な
運
用
に
努
め
て
お
り
、

特
に
障
害
・
事
故
等
は
発
生
し
て
い
ま

せ
ん
。

ま
た
、
平
成
17
年
２
月
に
は
外
部
か

ら
の
侵
入
テ
ス
ト
を
実
施
し
、
特
に
問

題
点
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

e

市
民
課
届
出
・
証
明
係
1
内
線
２
３

２
６

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
個
人
情
報
処
理
の
状
況

住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

の
運
用
状
況

別表⑧　住民基本台帳カード発行等件数

年　度

平成15年度
平成16年度

住民基本台帳
カード発行件数

683件
516件

住民票の写しの

広域交付件数

95件
122件

電子証明書

発行件数

55件
70件

公
開
の
請
求
と
処
理
状
況

市
政
情
報
の
公
開
請
求
の
内
容

と
し
て
は
、
市
長
部
局
で
は
契
約
書
、

懲
戒
処
分
に
係
る
公
文
書
な
ど
、
教

育
委
員
会
で
は
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

関
連
資
料
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
実

施
機
関
別
情
報
公
開
請
求
件
数
と
処

理
状
況
は
別
表
①
、
非
公
開
理
由
の

内
訳
は
別
表
②
、
請
求
者
の
内
訳
は

別
表
③
の
と
お
り
。

情
報
公
開
審
査
会
の

開
催
状
況

実
施
機
関
の
非
公
開
決
定
や
一

部
公
開
決
定
な
ど
に
対
し
、
請
求
者

か
ら
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き

に
、
そ
の
決
定
が
適
当
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
公
平
な
立
場
で
審
査
す
る

救
済
機
関
と
し
て
、
情
報
公
開
審
査

会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
委
員
は

５
人
の
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
平
成
16
年
度
は
審
査
に
伴

う
開
催
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

情報公開・個人情 報保護制度の運用状況

市が持っている情報は、市民のみなさんとの
共有の財産です。情報公開制度というのは、だれ
でもが、市が持っている情報を見たいときに、い
つでも、公開の請求をすることができる権利を保
障したものです。
公開を請求できる人
だれでもが、市政情報の公開を請求できます。
公開を実施する機関
市長部局、教育委員会、市議会など市のすべて
の機関において、公開を実施します。
公開を請求できる情報
市政情報は、作成したり、受け取ったりした

ときから、公開の対象となります。
http://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/d1_reiki/rei
ki.html
公開できない情報
◇法令で明らかに公開できないとされているもの
◇個人のプライバシーに関するもの
◇企業や個人の事業活動に関するもの
◇市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が
著しく妨げられるもの
救済の制度
請求した情報が公開できないと決定されたと

きに、その決定に不服がある人は、不服申立てが
できます。不服の申立てがあると、情報公開審査
会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出
します。その答えを尊重して、実施機関がもう一
度不服の申立てに対する裁決または決定をしま
す。

個人のプライバシーを守るには、その本人に
関する情報の流れをコントロールする権利を保障
することが大切です。
個人情報保護制度というのは、市が持ってい

る個人の情報をその本人が見たり、誤りを訂正で
きたりする権利を保障したものです。
開示等の請求
◇自分の情報は、見て知ることができます（開示
請求）
◇自分の情報に、誤りがあれば、訂正を求めるこ
とができます（訂正請求）
◇自分の情報が、間違って集められたりしたら、
削除を求めることができます（削除請求）
◇自分の情報が間違って使われたりしたら、使用
の中止を求めることができます（中止請求）

開示できない個人情報
◇法令で明らかに開示できないとされているもの
◇第三者のプライバシーを侵害するおそれのある
もの
◇医療に関するもののうち、本人が診療を受けた
医療機関から診療上支障が生じない旨の確認がと
れないもの
◇市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が
著しく妨げられるもの
◇実施機関が個人情報保護委員会の意見を聴いて
決めたもの
個人情報の適正な取扱い
個人の情報の適正な取扱いを図るため、保管

などの届出、収集・利用などの制限、改ざんなど
の事故の防止など必要な措置を講じています。
救済の制度
自分の情報の処理について苦情があるときは、

苦情の申出をすることができます。また、開示な
どの請求が認められないときは、不服の申立てを
することができます。不服の申立てがあると、個
人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審
査して、答えを出します。その答えを尊重して、
実施機関がもう一度不服の申立てに対する裁決ま
たは決定をします。

請求の方法
情報公開・個人情報の開示などの請求は、市

役所本庁舎２階「情報公開総合窓口」にお越しく
ださい。所定の請求書があります。情報がどこの
課の仕事かわからないときは、ご相談ください。
「市政情報目録・個人情報目録」も備え付けてあ
ります。
※電話や口頭での請求はできません。

公開等の決定
原則として、請求した日から15日以内に、公開

・開示するかどうかを決定して、お知らせします。
公開などの方法
情報の公開・開示は、「情報公開総合窓口」で、

文書の原本を見ていただきます。原本をお見せで
きないときは、その写しにより見ていただくこと
もあります。自分の情報を見るときは、本人であ
ることを証明する運転免許証、保険証などが必要
です。
費用
無料です。情報の写し（コピー）が必要なと

きや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担
していただきます。

■情報公開総合窓口
市役所本庁舎２階にある「情報公開総合窓口」では、市政情報の公開請求や個人情報の開示請

求などの受付、制度の案内を行っています。
■市政資料室
市で作成した刊行物を中心に、都や他の自治体の刊行物、官報、白書などを備えています。ま

た、複写機も設置（１面10円）しています。
■市の刊行物を販売しています
市で作成した刊行物を広く提供できるよう、有償での頒布を行っています。
e情報公開総合窓口1内線2214

情報公開・個人情報保護制度のしくみ

情報公開制度

個人情報保護制度

制度を利用する場合は

平
成
１６
年
度
情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

市
政
情
報
を
活
用
し
よ
う
情
報
公
開
制
度

市
の
情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
権
利
を
、

市
民
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
市
民
以
外
の
方
に
も
保
障
す
る
も
の
で
す
。

一
方
、
市
は
情
報
を
公
開
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
公
開
が
原

則
で
す
が
、
個
人
の
私
生
活
に
関
す
る
情
報
、
法
人
の
利
害
に
関
す
る
情
報
、

公
開
す
る
と
公
正
ま
た
は
適
正
な
市
政
運
営
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ

る
情
報
な
ど
、
公
開
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、

よ
り
開
か
れ
た
民
主
的
な
市
政
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。
平
成
16
年
度
の
運

用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

e

相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー
情
報
公
開
総
合
窓
口
1
内
線
２
２
１
４

平
成
１６
年
度
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
ま
す
個
人
情
報
保
護
制
度

市
の
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理

や
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
す
。
平
成
16
年
度
の
運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

e

相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー
情
報
公
開
総
合
窓
口
1
内
線
２
２
１
４

個
人
情
報
の

保
管
な
ど
の
届
け
出

市
が
申
請
書
や
届
出
書
な
ど
で
個

人
情
報
を
新
た
に
保
管
ま
た
は
廃

止
・
変
更
す
る
場
合
、
そ
の
目
的
や

内
容
に
つ
い
て
、
実
施
機
関
は
市
長

に
届
け
出
を
し
、
市
長
は
そ
れ
を
個

人
情
報
保
護
委
員
会
に
報
告
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
届

け
出
の
内
訳
は
、
別
表
④
の
と
お
り

で
す
。

※
実
施
機
関
＝
制
度
を
実
施
し
て

い
る
市
の
各
機
関
の
こ
と
で
す
。

目
的
外
利
用
と
外
部
提
供

個
人
情
報
を
収
集
し
た
と
き
の

目
的
の
範
囲
を
超
え
て
、
市
内
部
で

利
用
（
目
的
外
利
用
）
し
た
り
、
市

以
外
の
も
の
に
提
供
（
外
部
提
供
）

し
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

件
で
し
た
。
ま
た
、
個
人
情
報
の
訂

正
、
削
除
お
よ
び
目
的
外
利
用
な
ど

の
中
止
請
求
が
１
件
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
不
服
申
立
て
お
よ
び
苦
情
の

申
出
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

個
人
情
報
保
護
審
査
会
の

開
催
状
況

実
施
機
関
の
非
開
示
決
定
や
一
部

開
示
決
定
な
ど
に
対
し
、
請
求
者
か

ら
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
に
、

そ
の
決
定
が
適
当
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
公
平
な
立
場
で
審
査
す
る
救
済

機
関
と
し
て
、
個
人
情
報
保
護
審
査

会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
委
員
は

５
人
の
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
平
成
16
年
度
は
審
査
に
伴

う
開
催
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
す
。
し
か
し
、
例
外
と
し
て
、
法

令
に
基
づ
く
場
合
や
緊
急
や
む
を
得

な
い
場
合
な
ど
は
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
目
的
外
利
用
で
は
、
手
当
、
助

成
金
な
ど
の
受
給
資
格
を
確
認
す
る

た
め
の
障
害
者
台
帳
の
利
用
、
ま
た
、

外
部
提
供
で
は
、
地
方
税
法
に
基
づ

く
不
動
産
取
得
税
賦
課
徴
収
の
た

め
、
必
要
事
項
を
都
税
事
務
所
へ
提

供
し
た
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
目

的
外
利
用
お
よ
び
外
部
提
供
の
項
目

別
内
訳
は
後
日
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
公
表
し
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
の

審
議
内
容

個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
市

民
の
立
場
か
ら
個
人
情
報
保
護
制
度

の
十
分
な
監
視
が
果
た
せ
る
よ
う

に
、
個
人
情
報
の
処
理
に
関
す
る
重

要
事
項
を
審
議
し
ま
す
。
委
員
は
、

一
般
市
民
５
人
、
学
識
経
験
者
５
人
、

市
議
会
議
員
５
人
の
計
15
人
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
16
年
度
は
３

回
開
催
さ
れ
、
主
な
審
議
内
容
は
、

戸
籍
事
務
シ
ス
テ
ム
導
入
に
関
す
る

業
務
の
委
託
に
係
る
諮
問
に
つ
い
て

な
ど
で
し
た
。

開
示
請
求
な
ど
の
状
況

個
人
情
報
に
つ
い
て
の
開
示
請

求
は
、
36
件
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
19
件
が
開
示
、
４
件
が
一
部
開
示
、

不
存
在
が
11
件
、
本
人
以
外
か
ら
個

人
情
報
の
請
求
の
た
め
非
開
示
が
２

別表④　個人情報保管等届け出の内訳
実施機関 項目別届け出件数 届け出の主な内容
市長 新規１件 自転車安全運転証台帳
市長 変更１件 消費者相談カードを電算記録システムへ記録す

るため記録媒体の変更
市長 廃止０件

別表②　非公開理由の内訳 単位（件）
法令に定めのあるもの
個人に関する情報で、一般に他人に知られたくないと望むこと
が正当であると認められるもの
法人の競争上または事業活動上の地位その他正当な利益を著し
く害すると認められるもの
事務事業の公正または適正な執行が著しく支障がある情報
公共の安全と秩序の維持に著しい支障のおそれのあるもの
国などとの協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの

合　　　計

別表③　請求者の内訳 単位（件）
市民 市内法人・団体 市外在住者 市外法人・団体 合計
68 2 4 11 85

別表①　実施機関別情報公開請求件数と処理状況　単位（件）
区分

実施機関
市長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員会
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
合　計

不服
申立て
0
0
0
0
0
0
0
0
0

取下げ
4
2
0
0
0
0
0
0
6

不存在
4
16
0
1
1
1
0
1
24

非公開
1
1
0
0
0
0
0
0
2

一部公開
17
14
2
0
0
0
0
0
33

公開
88
32
4
0
0
0
0
4
128

請求

114
65
6
1
1
1
0
5
193

平成16年度

1

18

1

10
9
1
40


